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（教育総合支援センター） 

 教育支援センターは、区立学校の不登校および不登校傾向の児童・生徒が通う教室です。

非常勤で理数系科目の授業をしていただける先生を募集しています。 

勤務条件等は以下のとおりです。 

１．採用する職、受験資格、採用予定数等 

職名 教育支援センター 非常勤講師 

主な職務内容 教育支援センターマイスクール五反田・八潮・西大井の児童・生徒の授

業指導等 

受験資格 教育支援センター非常勤講師の配置要件は、不登校および不登校傾向の

児童・生徒の支援に意欲のある者で、以下のいずれかの該当するものと

する。 

（１） 小学校又は中学校の教員免許を有する者 

（２） 学校等において児童・生徒に対し理数系科目の学習指導等の経験

がある者 

勤務時間等 教育支援センターマイスクール五反田・八潮・西大井の開室期間  

概ね週２～３回 ３～６時間 年間４０～８０回程度 

勤務地 ・教育支援センターマイスクール五反田 

住所：品川区西五反田６－５－１ 教育文化会館４階 

・教育支援センターマイスクール八潮 

住所：品川区八潮５－２－１ ３階 

・教育支援センターマイスクール西大井 

 住所：品川区西大井４－１－８ 

報酬額 １時間あたり ２，５００円 （交通費含む） 

採用予定数 若干名 

 



２．応募方法 

 所定の「教育支援センター非常勤講師登録申請書」に必要事項を記入し、下記担当まで

郵送または電子申請にてご提出ください。 

応募期限：令和８年６月７日（日曜日）まで 

※ 応募状況により延長することがあります。 

３. 登録申請書の提出後の流れ 

 （１）ご提出いただいた「教育支援センター非常勤講師登録申請書」の情報を、教育委

員会が名簿登録します。 

 （２）ご提出いただいた「教育支援センター非常勤講師登録申請書」を確認の上、条件

に合う方のみに電話で連絡をします。連絡がない場合もございますので、ご了承

ください。 

 （３）その後、マイスクールにて面談を行い、希望や活動時間等を確認し、活動をお願 

いします。 

４. その他 

 （１）活動の詳細は、マイスクールごとに定めています。 

 （２）教育支援センター非常勤講師は時間あたりの謝礼払いの講師です。 

 （３）本活動中に知りえた個人情報を利用したり、他に漏らす行為は法律で禁じられて 

います。 

 （４）ご提出いただいた「教育支援センター非常勤講師登録申請書」はお返しいたしま

せんので、ご了承願います。 

（５）ご提出いただいた個人情報は、必要な事務（名簿登載、教育支援センターマイス

クールへの情報提供等）以外の目的で利用することはありません。 

 （６）活動中の事故については、教育委員会が加入する保険が適用されます。 

 

５．問い合わせ先 

  〒１４１－００３１ 品川区西五反田６丁目５番１号 

   品川区教育総合支援センター（教育文化会館４階） 大久保、南雲、佐々木 

   電話：０３－３４９０－２０１１(直通) ＦＡＸ：０３－３４９０－２００７ 

 

   


